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（1）既往の土地利用との整合性 

保全地域 

 

凡例 
これまでの一次選定で適地と 
して残っている地域 

★相原緑地 

■図師・小野路歴史環境保全地域 

▲町田民権の森緑地保全地域 
▲七国山緑地保全地域 

★山崎緑地 

西田金山特別緑地★ ★金森峰山特別緑地 

★つくし野殿山市民の森 

▲町田代官屋敷 
緑地保全地域 

▲町田関ノ上緑地保全地域 

一次選定の根拠  

・都市緑地法の「特別緑地保全地区」、東京都の自然の保護と回復に関する条例の保全地域のうち、町

田市内にある「歴史環境保全地域」、「緑地保全地域」を除外する。 

資料２ 

★都市緑地法に基づく特別緑地保全
地区 

▲東京都条例に基づく緑地保全地域 
■東京都条例に基づく歴史環境保全

地域 
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（1）収集・運搬の効率 

2 車線道路からの距離 

 
 
 
  

「デジタル道路地図データベース」に基づき、以下のエリアを抽出した。 

・2 車線以上の道路（幅員 5.5m 以上の道路）からの距離が 500ｍ以内 

凡例 
2 車線以上からの道路（幅員 5.5m 以上の道路）からの距離が
500ｍ以内のエリア 

二次選定（案）の根拠  
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（2）地形・地質条件 

平均勾配 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

国土地理院の「数値地図 50ｍメッシュ（標高）」に基づき、以下のエリアを抽出した。 

・平均勾配が 20％以上のエリア 

 ※勾配（%）＝標高の差（m）÷水平距離（m）×100 

凡例 
   平均勾配が 20％以上のエリア 
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（3）市境からの距離 

 

市境からの距離 100m 以内のエリアを抽出した。 

凡例 
   市境からの距離が 100m 以内のエリア 
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（4）自然環境 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

町田市域内には以下のような「市民の森」、「緑地保全の森」が存在する。適地選定にあたっては、こ

れらの森の保全に配慮する。 

〔市民の森〕 〔緑地保全の森〕 

都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」となっている森には○印を付した。 

※2011 年 10 月 7 日より、「市民の森」と「緑地保全の森」は制度上統合された。 
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緑地の保全と目標図（『町田市緑の基本計画 2020』 P.38、39 より） 

・町田市「緑の基本計画 2020」によると、現在は法的規制等がない地域でも、将来なんらかの

制度を適用することが考えられる「保全候補地」が多数存在します。 

・建設候補地の選定にあたっては、これら「保全候補地」にも配慮することが望まれます。 


